
 

 

～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里
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第 629 号 令和７年１１月１日号 

３日（月）、23 日（日）は祝日、24 日（月）は振替休日となりますので、事務室は休室となります。 

※事務室の休室日等は、諸証明の発行はできませんのでご了承ください。 
事務室休室日 お知らせ 

毎月第３水曜日は 
あつぎ家庭の日 

☆ウェブで公民館だよりのカラー版を  
森の里公民館だより 検索 

第１回森の里地区地域学校合同運動会大運動会の結果 
 10 月 12 日（日）に森の里小学校で記念すべき第１回目の森の里地区地域学校合同

運動会が開催されました。 

 前半の部は、第 41 回森の里小学校運動会、後半の部は第 27 回森の里地区大運動会

として開催し、児童、保護者、地域が一丸となり、熱い応援が飛び交う、盛り上がっ

た運動会となりました。 

 雨で一日延期となりましたが、大運動会には各自治会から総勢約 520 名が参加。自

治会対抗種目では、全５種目で熱戦が繰り広げられ、４丁目自治会が総合優勝に輝き

ました。  

 運動会に参加した選手の皆様、大会運営された役員の方々、本当にありがとうござ

いました。 

【自治会対抗順位】   

優勝 ：４丁目 

準優勝：１丁目 

１ 一般の部《約４㎞》：中学生以上の方 【発走：９時 20 分】 

  コース：玉川小学校－中屋橋－玉川地区農道周回－中屋橋－玉川小学校 

２ ファミリーコースの部《約 1.5 ㎞》：小学４年生以上の方 【発走： 10 時】 

  コース：玉川小学校－金井橋－神明橋－金井橋－玉川小学校 

３ ファミリーコースの部《約１㎞》：小学３年生以下の方 【発走： 10 時 20 分】 

  ★未就学児は保護者要同伴 

  コース：玉川小学校－金井橋－通安橋（折返し）－金井橋－玉川小学校 

【日  時】12 月６日（土）受付 ８時 45 分～９時、開会式９時 ※雨天中止 
【場  所】玉川小学校校庭ほか 
【参加対象】玉川・森の里地区在住、在勤、在学者。未就学児は保護者の参加を条件とします。 
      ファミリーコースの部は、玉川・森の里地区で活動するスポーツ団体も対象です。 

11 月 17 日（月）までに、玉川公民館又は森の里公民館に備付けの申込用紙でお
申し込みください。  

  

森の里民生委員・児童委員協議会 

 会長 岡田 和男 

 森の里１丁目から５丁目には、民生委員・児童委員、主任児童委員が合わせて11人います。よく「民生委員？児童委員？主任児

童委員って何？」と聞かれます。名前は知っていても具体的な役割を知らない方が多く、地域にもっと理解してもらう必要を感じていま

す。多くの方は「民生委員さんはお年寄りを助けてくれる人」と思っていますが、実際はもう少し幅広い役割があります。 

 民生委員と児童委員は別々の役割を持ちますが、実際には同じ人が両方を兼ねているため「民生委員・児童委員」と呼ばれます。さ

らに児童委員の中から主任児童委員が選ばれ、子育て支援や児童福祉など専門的に取り組みます。少し複雑に感じるかもしれませ

んが、いずれも地域住民と行政・関係団体をつなぐ大切な存在です。 

 私たちは皆さんの困りごとや悩みごとを行政や関係機関につなぎ、一緒に解決に向けて行動します。地域の皆さん、どうぞ気軽に声を

かけてください。民生委員・児童委員、主任児童委員は地域とともに歩み、安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいきます。今後とも

よろしくお願いします。 

厚木市制 70 周年記念・森の里 40 周年記念 

11 月８日（土）10 時～ 16 時 

11 月９日（日）10 時～ 15 時 

おめでとうございます！ 



★原則、第３金曜日 

【日 時】11月21日（金）10時15分～11時45分 

【場 所】森の里児童館（直接お越しください！） 

【内 容】玉川保育所園児による遊戯等 

【対 象】乳幼児と保護者 

 
 

 
 

厚木市は安心・安全なまちづくりを推進しています。 

セーフコミュニティ認証都市 あつぎ 

《１１月の休室日》 ３日（月・祝）、17日（月）、 
            23日（日・祝）、24日（月・振替） 

 11月11日 
 （火） 

 11月21日 
 （金） 
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>>   
11月１９日(水)１０時～１１時３０分（申込不要。先着50名）   

森の里公民館 ２階集会室  

神奈川県厚木警察署 玉川駐在所 

      神奈川県巡査部長 石田勇人 氏 

森の里地区安心・安全なまち会議 

【問合せ】森の里公民館 電話：250-5262 

 野生鳥獣による農作物被害、生活被害を防ぐためには地域に野

生鳥獣を誘引するものがないようにすることが重要です。 

放置果樹及び収穫残置物は人間にとって価値のないものであっても、野生鳥獣にとっては魅力的な餌です。野生鳥獣が農作物の

味を覚えると、被害が拡大してしまいます。 

また、放置果樹や収穫残置物は栄養豊富なので、栄養状態の良くなった野生鳥獣は繁殖力が増してしまい、駆除をしても個体数

を減らすのが困難になります。野生鳥獣による被害を受けにくい地域にするために、果実は早めに収穫する、利用していない果樹は

場合によっては伐採する、収穫残置物は適切に処分することを心掛けてください。家庭菜園も同様にお願いします。 

                                              【問合せ】 農業政策課 電話：225-2813 

市民安全指導員が防犯に関する情報の提供や御相談を

お受けいたします。  

防犯啓発物品も配布しておりますので、お気軽にお立ち寄

りいただき、日頃の防犯にお役立てください。 

【日  時】11月20日（木） 11時～12時30分 

【場  所】公民館玄関前  

【問合せ】 くらし交通安全課 電話：225-2148 

 剪定枝から作った完熟堆肥を無料配布します。 

 脱炭素社会とＳＤＧｓの実現に向けた取組の一環です。 

《お 願 い》剪定枝は金曜日にごみ集積所にお出しください。 

       月曜日の燃えるごみには出さないでください。 

       これからの秋冬の剪定枝は御協力をお願いします。 

【配布日時】１１月８日（土）９時～10時 ※無くなり次第終了 

【場   所】森の里公民館前の倉庫付近 

森の里地区在住の方 

【配布方法】①お一人様１袋限り（約３ｋｇ）②先着100名様 

        ※数に限りがありますのでお早めにお越しください。 

hatipapa4085@gmail.com(担当：髙村) 
【日   時】11月15日（土）９時～13時 ※雨天中止 

【会   場】若宮公園 自由広場 

【開催内容】 

野菜・地元グルメ・手作り品の販売、モルック体験コーナー（無

料）、イベント（オカリナ演奏、パフォーマンス等）、白バイ・パト

カー展示・試乗体験、キッズコーナー（輪投げ・パターゴルフ

等）、綿菓子・ポップコーンコーナー（子ども無料）、謎解き体験

（無料） 

※詳細な案内は配布されるチラシ、およ 

びＳＮＳ等でご確認ください。 

仁藤 電話：247-1135 
Ｘ（旧twitter）   instagram  

【部門】 小学生俳句の部、小学生短歌の部、中学生短歌の部、一般俳句の部、一般短歌の部。 

【題材】 短歌・俳句共に原則「梅」又は「春」としますが、 それ以外の題材の作品も歓迎いたします。 

【応募】 12月25日（木）までに短歌・俳句各一点とし、公民館備え付けの応募用紙に必要事項を 

      記入し、応募ポストに投函してください。ただし、小・中学生の部は学校を通じての募集と 

      なります。 

詳しくは、四季の路から 11 月 1 日号をご覧ください。 


